
資料３

特定労務管理対象医療機関（特例水準）の指定について
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◆本日ご意見を頂戴したい事項
①特例水準の指定にあたっての医療審議会における

意見聴取のスケジュールと方法について

②県へ出された特例水準の指定申請の内容について
（１件、連携B水準）

◆目次
１．医師の働き方改革及び進捗状況について
２．特定労務管理対象機関の指定要件について
３．特定労務管理対象機関の指定に係る申請内容に

ついて
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１．医師の働き方改革及び進捗状況について
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医師の働き方改革について

出典：厚生労働省ホームページ



5

特例水準の枠組み

出典：令和３年度第１回医療政策研修会及び地域医療構想アドバイザー会議

（厚生労働省医政局医事課医師等働き方改革推進室）



特定労務管理対象機関の指定に係るフロー

出典:令和４年度 都道府県医療勤務環境改善担当課⾧会議資料
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評価結果通知（最短４か月）

10月
開催

指定申請受付・内容審査等

関係会議で整合性確認

指定公示

時短計画案作成

評価センター受審申込み

指定申請

36協定の締結

８月31日

法
施
行

10月31日

臨時開催
（方法検討中）

１回目〆 ２回目〆

受審期限を４月末⇒
６月末まで延期

特定労務管理対象機関の指定に係るスケジュール
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■９月25日までの評価センター受審申込件数は、全国で
466件のうち、神奈川県内の受審申込件数は31件

※県内の救急医療機関187病院のうち、特例水準の申請
を予定しているのは35病院

（9月webフォームアンケート結果（９/14〆）より）

都道府県別の評価センターの受審状況
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関係会議における整合性確認
〇 医療法第113条により、都道府県が指定をするに当たっては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴か

なければならないとされている。（令和3年5月28日改正）

〇 また、医療法第 106 条により、地域医療対策協議会、地域医療構想調整会議の協議を行うに当たっ
ては、厚生労働大臣が定める「医師の労働時間短縮等に関する指針」を勘案するものとするとされて
いる。

医師の労働時間に短縮等に関する指針（令和４年１月19日付け）

第３ 各関係者が取り組むべき推奨事項等

医師の労働時間の短縮のためには、個々の医療機関における取組だけではなく、地域の医療提供体制確保の観点からの
都道府県における取組や、国も含めた関係機関における取組・支援のほか、国民の医療のかかり方など、様々な立場から
の取組が不可欠である。
このため、次に掲げる主体の区分に応じて、それぞれ次に定める事項に取り組むこととする

２ 地域の医療関係者に対する推奨事項

地域の医療関係者は、個々の医療機関においては解消できない、地域における構造的な医師の長時間労働の要因に対し、
医療法第30条の14第1項に規定する協議の場(地域医療構想調整会議)、同法第30条の18の2第1項に規定する協議の場
(地域の外来医療に関する協議の場)又は同法第30条の23第1項に規定する地域医療対策協議会における協議等を通じて、
地域の医療機関の役割分担や夜間及び休日における救急対応の輪番制の構築等、地域における医療提供体制における
機能分化・連携を推進し、地域全体で医師の働き方改革に取り組むことが推奨される。



B 夜間救急体制
の見直し

1,860時間超の医師
がいる

ケース①

地域における夜間救
急の受入に支障が生
じる可能性がある
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1,860時間を超える勤務を行っている医師がいることや、宿日直の申請状況を踏まえて、
以下のようなケースに留意する必要があるのではないか

地域ごとに状況も
異なる

課題

宿日直許可申請を
出したが不許可と

なった

ケース②

医師の派遣の
引き上げが発生

ケース③

A 追加の医師派遣
を要請

各病院 各地域？？？

関係会議における整合性確認

働き方改革と、継続した医療提供体制の維持の両立のために、
「地域（二次医療圏等）単位での医療機関同士による調整の場」を設けることとした。



地区 第１回開催日 第１回出席者関数 第２回開催日 第２回出席者数
1 横浜北部 3月22日(水) 9 ４月20日（木） 7
2 横浜北東部 3月27日(月) 10 ４月25日（火） 7
3 横浜東部 3月31日(金) 9 ４月24日（月） 9
4 横浜西部 3月28日(火) 8 ４月27日（木） 6
5 横浜中心部 3月24日(金) 14 ４月28日（金） 10
6 横浜南西部 3月30日(木) 12 ４月21日（金） 10
7 横浜南部 3月30日(木) 7 ４月27日（木） 8
8 川崎 2月14日(火) 16 ４月26日（水） 23
9 相模原 2月27日(月) 11 ４月19日（水） 12
10 横須賀三浦 2月15日(水) 10 ４月19日（水） 15
11 湘南東部 2月13日(月) 12 ４月28日（金） 14
12 湘南西部 2月24日(金) 10 ４月24日（月） 12
13 県央 2月28日(火) 16 ４月19日（水） 17
14 県西 2月22日(水) 10 ４月21日（金） 12

154 162
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地域ワーキンググループの開催状況



■第2回地域ワーキンググループでの議論
○ 第１回の地域ワーキンググループ後、令和６年４月以降の夜間・休日
の救急受入の増減見込みについて、県が各病院に調査した結果を共有

○ 地域における救急医療提供体制の維持に向けて、
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地域ワーキンググループの開催結果について

各病院が目指す時間外労働の水準について、情報共有と意見交換を実施した。

※月次のアンケートで状況を注視しつつ、別途、対応を検討していく

各病院が目指す水準を令和６年４月に実現したとしても、地域における救急医
療提供体制は確保できる見込みであることを確認し合った。

※ ただし、ワーキンググループ開催時点では、宿日直許可の結果待ち、申請準備中
の病院が多数あり、今後、取得できない場合、救急医療提供体制を見直す可能性の
ある病院もあり。



ご意見を頂戴したい事項①
特例水準の指定にあたっての医療審議会における意見聴取の
スケジュールと方法について

医療機関は県の指定に基づき労使協定の締結等の手続きが必要であり、また、
今後の医療体制を検討する上でも、早期に指定の通知を行うことが望ましい。

第２回申請時（10/31〆）の医療機関については、３月の医療審議会の開
催を待たずに、臨時の書面会議を開催し、委員の皆様のご意見を頂戴す
ることとしたい。
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日程 内容
９月８日 医療対策協議会へ報告
10月20日 医療審議会へ意見聴取
10月末～11月上旬頃 特例水準の指定（１回目）

今後のスケジュール
◆第１回申請（８/31〆切）

１医療機関

◆第２回申請（10/31〆切）
日程 内容

12月上旬 医療対策協議会へ報告
12月下旬～１月上旬 医療審議会へ意見聴取（書面会議）
１月下旬～２月上旬 特例水準の指定（２回目）

20～30数医療機関

原則は第２回申請まで

日程 内容
３月上旬 医療対策協議会へ報告
３月上旬 医療審議会へ意見聴取
３月下旬 特例水準の指定（３回目）

◆第３回申請（状況に応じて〆切設定）

一部医療機関が可能性あり

※指定の公示の時期は要調整
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２．特定労務管理対象機関の指定要件について
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特定労務管理対象機関の指定にあたって
◆ B、連携B及びC-1水準

②都道府県医療審議会の意見聴取
各水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合
的であること及び地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提と
せざるを得ないことについて、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を聴く。
【新医療法第113条第５項】

①評価機能による評価の受審
医療機関における追加的健康確保措置や労務管理の実施状況、労働時間の実績
や労働時間短縮に向けた取組状況等について、評価センターによる評価をあら
かじめ受けていること。【新医療法第113条第４項】

◆ C-2水準
①② 同上
③審査組織（Ｃ-２ナビ）による審査の受審
医療機関の教育研修環境及び医師個人が作成する「特定高度技能研修計画」
の内容について、Ｃ-２ナビによる個別審査をあらかじめ受けていること
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特定労務管理対象機関指定要件（その他）
◆ 各水準（B、連携Ｂ、Ｃ１、Ｃ２水準）共通

指定要件（各水準共通事項） 根拠

都道府県知事は、当該病院又は診療所が以下の要件全てに該当すると認めるときは、特定労務管理
対象機関の指定をすることができる、

新医療法第113条
第３項

１

・提出された労働時間短縮計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見
を聴いて作成されたものであること。
・次に掲げる事項全てが記載されていること
ア 医師の労働時間の状況
イ 労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
ウ 医師の労働管理及び健康管理に関する事項
エ その他労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項

新医療法第113条
第３項第１号

２ 医療法の規定による面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること。
新医療法第113条
第３項第２号

３ 労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと。
新医療法第113条
第３項第３号
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特定労務管理対象医療機関の指定要件（Ｂ水準）について

■新医療法第113条
都道府県知事は、当分の間、次に掲げる医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時

間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められる病院又は診療所
（当該都道府県の区域に所在するものに限る。）を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、
特定地域医療提供機関として指定することができる。
一 救急医療
二 居宅等における医療
三 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療

◆ B水準
地域の医療提供体制の確保に当たって重要な役割（救急医療等）を担っており、当該医療機関において
当該役割に係る業務に従事する医師について、一定の長時間労働が不可避となることが予定される医療
機関



指定対象医療機関 説明、具体例、他府県事例等

１
号

救
急
医
療

◆医療計画において三次救急医療機関として位置付けられてい
る病院又は診療所

【根拠法等】
・新医療法第113条第１項第１号
・新医療法施行規則第80条第１項第１号
・厚生労働省告示（令和4年1月19日 告示第9号）

【具体例】
・救命救急センター

◆医療計画において二次救急医療機関として位置付けられてい
る病院又は診療所であって、次に掲げる要件を満たすもの
イ 年間の救急車の受入件数が1,000件以上であること又は当該
医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日若しくは夜間
に受診した患者のうち、診察後直ちに入院となった患者の数
が年間500人以上であること。

ロ ５疾病・５事業の確保について重要な役割を担う病院又は
診療所であること。

【根拠法等】
・三次救急医療機関と同様

【具体例】
・病院群輪番制への参加病院及び救急告示病院

【説明】
・要件イを満たす二次救急医療機関は、救急医療の事業の
確保に重要な役割を担っていることから、要件ロを満た
すものとする。

（医療計画上も二次救急医療機関の量的確保と質の充実を
図ることとしている。）

特定労務管理対象医療機関の指定要件（Ｂ水準）について
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指定対象医療機関 説明、具体例、他府県事例等

２
号

在
宅
医
療

◆居宅等における医療を提供する役割を積極的に
果たす病院又は診療所

【根拠法等】
・新医療法第113条第１項第２号
・医療法施行規則第80条第１項第２号
・地域医療介護総合確保基金管理運営要領の
補足

【説明】
・機能強化型在宅療養支援病院の単独型・連携型
・機能強化型在宅療養診療所の単独型・連携型

特定労務管理対象医療機関の指定要件（Ｂ水準）について
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指定対象医療機関 説明、具体例、他府県事例等

３
号

地
域
で
提
供
困
難

◆地域において当該病院又は診療所以外で
提供することが困難な医療の提供その他地
域における医療の確保のために必要な機能
を有すると知事が認めた病院又は診療所

精神科救急に対応する医療機関（特に
患者が集中するもの）

精神科救急医療体制参加医療機関
（基幹・輪番医療機関）

小児救急のみを提供する医療機関 左記のとおり

周産期医療を行う医療機関
・急性期・高度急性期病棟を持つ総
合又は地域周産期母子医療センター
の指定を受ける医療機関

脳卒中等の脳血管疾患の治療を行う医
療機関

・脳卒中治療において急性期脳卒中
加算25件/年以上

心筋梗塞等の心血管疾患の治療を行う
医療機関

・急性心筋梗塞等に対する治療件数
が60件/年以上

（１）公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地
域医療提供体制の確保のために必要と認める医療機関

（２）特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が
求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関

高度のがん治療を行う医療機関

・地域がん診療連携拠点病院
・地域がん診療病院

・小児がん拠点病院

移植医療等極めて高度な手術・病棟管
理を行う医療機関 左記のとおり

児童精神科を行う医療機関

なお、上記（１）及び（２）に記載の要件はあくまで例示であるた
め、その他の医療機関については個別に問合せを受け付ける。

【根拠法等】
・新医療法第113条第１項第３号
・医療法施行規則第80条第１項第３号
・医師の働き方改革の推進に関する検討会
中間とりまとめ

・地域医療介護総合確保基金管理運営要領
の補足

特定労務管理対象医療機関の指定要件（Ｂ水準）について
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特例労務管理対象医療機関の指定要件（連携Ｂ水準）について

■新医療法第118条
都道府県知事は、当分の間、他の病院又は診療所に厚生労働省令で定めるところにより医師の派

遣（医療提供体制の確保のために必要と認められるものに限る。）を行うことによつて当該派遣を
される医師の労働時間がやむを得ず長時間となる病院又は診療所（当該都道府県の区域に所在する
ものに限る。）を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、連携型特定地域医療提供機関とし
て指定することができる。

◆ 連携B水準

医師派遣の実施に関する資料により確認
（派遣先一覧、派遣が必要な理由により判断）
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特例労務管理対象医療機関の指定要件（Ｃ－１水準）について

■新医療法第119条
都道府県知事は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する病院又は診療所であつて、それぞれ

当該各号に定める医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定める
ものがあると認められるもの（当該都道府県の区域に所在するものに限る。）を、当該病院又は診
療所の開設者の申請により、技能向上集中研修機関として指定することができる。
一 医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院 同項の臨床研修を受ける医師
二 医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所 当該研修を受ける医師

◆ C-1水準

都道府県知事により指定された臨床研修プログラム又は
日本専門医機構により認定された専門研修プログラム／カリキュラムの
研修機関
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８ 特例労務管理対象医療機関の指定要件（Ｃ－２水準）について

■新医療法第119条
都道府県知事は、当分の間、特定分野（医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成するこ

とが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大臣が公示したものをいう。）における高度
な技能を有する医師を育成するために、当該技能の修得のための研修を行う病院又は診療所であつ
て、当該研修を受ける医師（当該研修を受けることが適当と認められる者として厚生労働省令で定
める要件に該当する者に限る。）をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省
令で定めるものがあると認められるもの（当該都道府県の区域に所在するものであつて、当該研修
を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。）を、当該病
院又は診療所の開設者の申請により、特定高度技能研修機関として指定することができる。

◆ C-2水準

Ｃ-２水準の対象として審査組織が特定する技能を有する医師を育成する
のに、十分な教育研修環境を有している医療機関
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３．特定労務管理対象機関の指定に係る申請内容に
ついて



医療機関名 病院長名
病床
機能報告

新入院患者数
（１日平均）

救急搬送件数
（前年度実績）

都道府県に指定申請する種別

公立大学法人
横浜市立大学附属病院

後藤 隆久 急性期 16,874 3,888
連携型特定地域医療提供医療機関
（連携Ｂ水準）

医師派遣

全体評価

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があるが、医師労働時間短縮計画案から今後の取組の改
善が見込まれる

指摘事項・助言等

労働関係法令及び医療法に規定された軸について必要な要件を満たしている。
それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組として〇〇（※）を活用した労務管理の検討が行われているこ
とが、医師労働時間短縮計画案から確認できる。
労働時間短縮が進んでいないため、労働時間短縮に向けた、自主的な取組の他、都道府県からの必要な支援を講じられたい。

備考

・全体評価の体系では上から３番目の「〇」の評価。
・全88項目のうち、２項目（No81、82）が「改善していない」の評価であった。

26

特定労務管理対象医療機関（申請者）の情報

※企業名が特定される単語が記載されているため、伏せております。
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医療勤務環境評価センターによる評価結果

※ 評価結果の取扱い
「△」の評価を受けた医療機関の指定を行う際は、労務管理体制の改善見込み、地域医療体制の観点からの特例水
準の指定の必要性等を総合的に勘案して、医療審議会における審議を行うこと。

全体評価の体系

適

〇 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる。

〇 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われているが、労働時間短縮が進んでいない。

〇
医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があるが、医師労働時間短縮計画案から今
後の取組の改善が見込まれる。

※
△

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があり、医師労働時間短縮計画案も見直し
が必要である。

△ 労働関係法令及び医療法に規定された事項（必須項目）に関する医療機関内の取組に改善の必要がある。
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特定労務管理対象医療機関指定要件（手続き・その他）の達成状況

指定要件（各水準共通事項） 確認方法 達成状況

１
都道府県知事は、当該病院又は診療所が以下の要件全てに該当すると認め
るときは、特定労務管理対象機関の指定をすることができる。

以下、（１）～（３）に
より確認

〇

（１）

・提出された労働時間短縮計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医
師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
・次に掲げる事項全てが記載されていること
ア 医師の労働時間の状況
イ 労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
ウ 医師の労働管理及び健康管理に関する事項
エ その他労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項

医療機関勤務環境
評価センターによる
評価結果の通知書

✔

（２）
医療法の規定による面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が
整備されていること。

医療機関勤務環境
評価センターによる
評価結果の通知書

✔

（３） 労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと。
指定申請様式６
（誓約書）

✔

２
都道府県知事は、指定をするに当たっては、医療機関勤務環境評価センター
による評価の結果を踏まえなければならない。

医療機関勤務環境
評価センターによる
評価結果の通知書

〇

◆ 各水準（B、連携Ｂ、Ｃ１、Ｃ２水準）共通
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◆地域の医療提供体制を確保するために、派遣が必要である理由

横浜市立大学は、県内唯一の医学部を有する公立大学病院として、県内の地域医療を
支えており、本学が常勤医師を派遣している県内の病院数は１０５病院、県外も含める
と１６２病院にのぼる。これを維持することは、地域医療機関における安定的な運営体制
の確保及び医療技術の水準の維持に寄与してきた、本学の使命であり、地域医療体制
の維持のために必要不可欠である。

特定労務管理対象医療機関（申請者）の情報

【申請書から抜粋】

◆時短計画における連携B対象医師 （※医師数は管理職を除く）

診療科・部門 医師数(人)

１ 臨床研修センター 2

２ 血液･リウマチ･感染症内科 18

３ 呼吸器内科 10

４ 循環器内科 15

５ 腎臓・高血圧内科 11

診療科・部門 医師数(人)

６ 内分泌・糖尿病内科 9 

７ 脳神経内科・脳卒中科 17 

８ 消化器内科 8

９ 消化器内科（肝胆膵） 15

10 臨床腫瘍科 6
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特定労務管理対象医療機関（申請者）の情報
◆時短計画における連携B対象医師（前ページから続く）

診療科・部門 医師数(人)

11 緩和医療科 3

12 総合診療科 2

13 精神科 17

14 小児科 21

15 心臓血管外科/乳腺・甲状腺外科/
呼吸器外科/消化器・一般外科

24

16 消化器外科・乳腺外科 23

17 整形外科 19

18 皮膚科 14

19 泌尿器科 15

20 産婦人科 22

21 眼科 14

22 耳鼻いんこう科 14

23 放射線治療科 7

24 放射線診断科 21

診療科・部門 医師数(人)

25 歯科・口腔外科・矯正歯科 16

26 麻酔科 49

27 脳神経外科 12

28 形成外科 9

29 リハビリテーション科 7

30 病理診断科 8

31 救急科 11

32 がんゲノム診断科 1

33 遺伝子診療科 2

34 難病ゲノム診断科 2

35 臨床検査部 4

36 感染制御部 2

37 次世代臨床研究センター 10

合計 460
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◆ 各水準共通要件
満たしている

◆ 連携Ｂ水準要件

医療提供体制の確保のために必要な医師の派遣に係
る業務であると考えられ、時間外・休日労働時間が
年960時間を超える必要があると認められる

満たしている

医療勤務環境評価センターからも
「〇」の評価を受けている

以上のことから、申請者を特定労務管理対象機関として指定する
こととしたい

ご意見を頂戴したい事項②
県へ出された特例水準の指定申請の内容について
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説明は以上です。


